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〔解 説 〕

消防用設備等の性能規定化と消防設備士
<消 防用設備等の性能規定化の趣旨とポイント>

↑. はじめに

消防用設備等の性能規定化については、平成15年

6月 に消防法が改正され、平成16年 6月 1日 に施行

された。

性能規定化については、消防法の改正 (平成15年

6月 18日法律第84号)の 後、施行令の改正 (平成16

年 2月 6日 政令第19号)、施行規則の改正 (同3月

26日総務省令第54号)を 順次行い、施行日前日に施

行規則の改正 (同5月 31日総務省令第93号)を 初め

とする多数の省令と告示の制定 改正に至ったもの

で、これにより、ようやく 「性能規定化Jの 全体像を

示すこと力で きた。

本稿では、今回の一連の改正内容とその考え方を整

理するとともに、本誌の読者に関係の深い消防設備士

や消防設備点検資格者にかかる変更内容についても解

説することとしたい。

2.消 防用設備等の性能規定化の概要

(1)性 能規定とは何か

「性能規定」という言葉に明確な定義はないが、通

常、技術基準にその規制が目的とする 「性能」を明確

に規定しておき、新たに開発された機器や技術的工夫

について、必要な 「性能Jを 有するものについては宿

極的に認めることができるようにする規定ぶりをいう

ものとされている。

これまで、消防用設備等に係る技術上の基準は、

「性能」を明示的に示さず、材料 ・十法などを仕様書

的に規定する、いわゆる 「仕様規定」が多かった。

「仕様規定Jは 、策定又は改訂時の標準的な技術を前

提として、関係者関の共通の技術的基盤に立脚して作

られるため、基準の内容力W常識的でまぎれがなく、適

否の判定も行いやすい一方で、新たな技術を受け入れ

にくい面がある。
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これに対して、近年、社会的規制の様々な分野で、

技術草新を促すとともに技術革新の成果を活用できる

ようにするため、「性能規定」の導入を推進すること

が課題とされるようになり、現在の政府全体の基本的

な方針となっている。

(2)性 能規定導入の経緯

消防庁では、

O 政府全体の方針として、性能規定化の推進力泣

置づけられていること

② 防火対象物の高層化、深層化、大規模化、複

合化等の状況に、従前の消防用設備等では十分

に対応しきれておらず、消防用設備等の高度化、

新技術の活用等に乗軟に対応していく仕組み力泌

要とされていたこと

① 平成10年の建築基準法の改正において性能規

定化が行われたことなどを踏まえ、平成11年度

から、消防用設備等の技術基準に性能規定を導

入していくための技術的、制度的検討を行ってき

た力ヽ 安全性を損なうことなく円滑に性能規定を

導入する日途力泣 ったこと

から、今回の一連の法令改正に踏み切ることとしたも

のである。

(3)性 能規定導入に係る法令の体系

消防法のような法律に性能規定を導入するには、設

計者や消防機関力壮能の有無を容観的に判断出来るよ

うな、何らかの判断方法力不 可欠である。
一方で、消防用設備等に係るすべての 「性能」につ

いてそのような判断方法を一挙に作成することは不可

能であるため、一般的な判断方法力避備されていない

分野で新たに開発された設備や技術的工夫をできるだ

け速や力対こ受け入れる仕組みも必要である。

また、消防用設備等を設置する側、審査する側の実

態や利便性を考えれ,去現行の 「仕様規定Jが 依然と



して主要な役割を果たすべきことは当然である。

このようなことから、消防用設備等の技術上の基準

に性能規定を導入するための体孫として、第1図のよ

うな3つのルートを並行する形で整備することとし

た。
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を用いることができることとしている。

ここで、「防火安全性能Jは、「火災の拡大を初期に

抑制する性能」、「火災時に安全に避難することを支援

する性能J及 び 「消防隊による活動を支援する性能J

の三つに整理している。

また、同条第2項 では、「必要とされる防火安全性

能を有する消防の用に供する設備等」を設置する場合

には、「通常用いられる消防用設備等」と同等以上の

防火安全性能を有するように設置し維持すべきことと

し、第3項では、その場合には代替された 「通常用い

られる消防用設備等Jに ついて令第2章 第3節 第2款

から第6款 までの規定を適用しないこととして、両者

の法的関係を整理している3

(3)令 第 7条第7項 の新設と

「消防用設備等」としての位置づけ

今回の改正では、令第7条 に第7項 を新設し、今第

抑条の4第 1項の 「必要とされる防火安全性能を有

する消防の用に供する設備等Jは 、法第17条第 1項

に規定する 「政令で定める消防の用に供する設備、消

防用水及び消火活動上必要な施設Jと して位置づける

こととした。

これにより、消防長年が 「通常用いられる消防用設

備等Jと 同等以上の防火安全性能を有すると認めた

「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供す

る設備等Jに ついては、消防法令上、「通常用いられ

る消防用設備等Jと 全く同等の 「消防用設備等」と

しての位置づけ力■ えられることとなった。

この結果、「必要とされる防火安全性能を有する消

防の用に供する設備等Jに は、次のような規定が適用

されることになる。

① 設置維持義務 (法第17条第1項、令第郷条の

4 第2 項)

② 設置時における消防長等への屈出及び険査 (法

第17条の3の 2)

① 点検及び報告義務 (法第17条の3の 3)

④ ?肖防長等の設置維持命令 (法第17条の4)

O 消防設備士の業務独占 (法第17条の5)

(従来から消防設備士の業務独占の対象となっ

ている消防用設備等に類するものとして消防庁長

官が定めるものに限る (今第36条の2第 1項及

び第2項))。

0 駒監静解脩士の業務独占対の 寺

に係る工事着手の届出 (法第17条の14)

⑦ 消防長等の設備等技術基準適合検査義務 (規

則第31条の3第 2項)

ルー トA(現 行規定)

法17条i環

攻令2姿 3節

ルー トB(4乾 規定)

法17条1項

政令29条の 4

新省令 転告ホを頼次制定

ルートC(太 H認 定)

法17姿3項

法ヤ奈の 2～ 17条のセの4

撫4ヤ令 “続行親期に手嶺規定

第 1図 消防'H設備争にかかる新たな体系

3 令第29条 の 4の 新設

(1)法 第17条第 1項の改正

今回の消防法の改正では、政令で定める技術上の基

準に性能規定を導入していく布石とするため、従来は

「政令で定める技術上の基準Jと のみしていた法第17

条第 1項 について、「… (消防用設備等)に ついて消

火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性

能を有するように、政令で定める技術上の基準に従っ

て、設置し、及び維持しなければならない。」と改め

て規定した。この場合の 「必要とされる性能Jは 、従

来から定められていた技術上の基準力求 めてきた性能

がベースとなるため、従来の 「政令で定める技術上の

基準」を改めて規定し直す必要がないことは当然であ

る。

(2)令 第29条の4の新設

この法17条第 1項 を受け、今回の政令改正で、消

防法施行令第郷条の4を新設した。

令第29条の4第 1項 では、今第2章 第3節 第2款

から第6款 まで (令第10条 (消火器具)か ら合第29

条の3(無 線通信補助設備)ま で)に 規定するところ

による 「輔 用いられる消防灯軸 に代えく 総

務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が

「通常用いられる消防用設備等Jと 同等以上の防火安

全性能を有すると認める 「消防の用に供する設備等J
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① 認定消防用設備等にかかる設備等技術基準適

合検査の省略 (規則第31条の3第 3項)

③ 登録認定機関による消防用設備等の認定 (規

則第31条の4)

●)パ ッケージ型消火設備等を例にとると

たとえば、 5月 31日に公布された 「必要とされる

防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関す

る省令 (平成16年総務省令第92号)Jで は、今第29

条の4第 1項の規定に基づき、屋内消火栓設備の代替

設備として 「パッケージ型消火設備Jの 基準 (詳細に

ついては平成16年消防庁告示第12号)を 、スプリン

クラー設備の代替設備として 「パッケージ型自動消火

設備Jの 基準 (詳細については同第13号)を 定めた。

これらの設備については、従来、日本消防校定協会

の鑑定や日本消防設備安全センターの性能評定をより

どころに、消防長等が自らの判断と責任において、令

第32条を適用して設置を認めてきたものである力X消

防法第17条第 1項に基づく消防用設備等として位置

づけられたものではなかったため、その維持管理など

安全性の確保について法的な裏付けが必ずしも明確で

なかった。

今回の一連の省令と告示の制定により、「火災の拡

大を初期に抑制する性能Jか ら見て 「パッケージ型消

火設備J等 を設置することができるとされた防火対象

物に対しては、消防長等がこれらの基準により屋内消

火栓設備等に必要とされる (「火災の拡大を初期に抑

制する性能」としての)防 火安全性能と同等以_Lの性

能を有すると認めるものを、屋内消火栓設備等に代え

て設置すること力で きるようになった。

また、設置されたパッケージ型消火設備等について

は、屋内消火栓設備等と同様に、設置維持義務、設

置時における消防長等への居出及び受検義務、消防設

備士等による点検及び消防長等への報告義務カラ かヽる

こととなり、さらに、適切に設置又は維持されていな

い場合には消防長等の設置維持命令がかかることにな

った。

加えて、これらの設備に対して従来から行われてい

た、日本消防検定協会の鑑定や日本消防設備安全セ

ンターの性能評定は、これらの設備が 「消防用設備

等」と位置づけられたことから、規則第31条の4に

基づく認定制度に移行することとなり、消防長等によ

る設備等技術基準適合校査における検査の省略につい

て法的な根拠力婆備さな 安全性の確保と検査の合理

化が図られることとなった。

また、同時に出した消防庁告示 (平成16年消防庁

48 建築設備と配管工事 21X153

告示第14号及び第15号)に より、「パッケージ型消火

設備J等 の工事及び整備については消防設備士 (第1

類、第2類又は第3類)の 業務独占の対象とすること

とした。

なお、点検報告制度については、これらの設備が法

第7条 に規定する 「消防用設備等Jに 該当することに

なるため自動的に対象になるが、これらの設備を点検

できるのは、上記消防設備士 (甲種及び乙種)又 は

「第 1種消防設備点検資格者Jと した (平成16年消防

庁告示第10号)。

以上のように、「パッケージ型消火設備」等を令第

29条の4第 1項の規定に基づく 「必要とされる防火

安全性能を有する消防の用に供する設備等」としたこ

とにより、安全性の向上と明確な法的位置づけ力▼早ら

れることとなった。

「パッケージ型消火設備J等 は、「必要とされる防火

安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省

令Jの 第一弾として定めたものであるが、これら以外

にも、「予想しない特殊の消防用設備等その他の設備」

等で、消防長等による令第32条の適用について、予

防課長通知で基準や見解を示してきたもの、日本消防

校定協会の鑑定や日本消防設備安全センターの性能評

定を行ってきたものは多数ある。これらの設備等につ

いても、知見が蓄積されたものから順次、令第29条

の4第 1項の規定に基づく省令を、今回の省今 (平成

16年総務省令第92号)に 追加する形で定めていくこ

ととしている。

(引 令第29条の4第 1項の規定に基づく省令と

客観的検証法

前述のように、令第29条の4第 1項の規定に基づ

く省令の第一弾として 「パッケージ型消火設備」等に

ついての基準を定めたが、これらの基準はいずれも

「仕様規定」的な規定ぶりであり、「新たに開発された

機器や技術的工夫について、必要な 「性能」を有する

ものについては積極的に認めることができるようにす

る」という 「性能規定化Jの 目的には合致している

が、「性能規定」とは言い難い。

消防用設備等の技術的基準に本格的に 「性能規定」

を導入するためには、令第29条の4第 1項 の規定に

基づく省令として、「通常用いられる消防用設備等J

の基準に適合しない新たに開発された 「消防の用に供

する設備等Jが 「必要とされる防火安全性能」を有し

ている力で 力対こついて、消防長等が各観的に検証し判

断する基準 (客観的検証法)を 策定していく必要があ

る。



このため、消防庁では、平成14年度から 「防火対

象物の総合防火安全評価基準のあり方検討会 (委員

長 :平野敏右東京大学名誉教授)Jに おいて、必要と

される二つの防火安全性能を防火対象物の状況に応じ

てそれぞれ定畳的に示すとともに、防火安全性能の有

無についての判断を公平かつ公正に行えるよう、「各

観的検証法Jの 策定作業を行っているところである。

実験、検証などに時間を要する上、開発された検証

法を用いて実際に消防長等力壮 能を判断できるように

リファインする必要などもあるため、これらの二つの

性能に関する各観的検証法を令第29条の4に 未づく

省令及び関連する規定群として整備するのは、平成17

年 6月 頃を予定している.

また、今回の改正で今第29条の4カ端叫定され、「防

火安全性能Jと いう切り口で消防用設備等の設置基準

を整理すること力で きるようになったことから、従来、

令第32条の運用基準として示してきた 「共同住宅等

に係る消防用設備等の技術上の基準の特例 (平成 7

年消防予第220号消防庁予防課長通知)」を、令第29

条の4第 1項の規定に基づく省今及び告示として定め

直すこととしている。

現在、耐火構造の共同住宅についての従来の予防課

長通知の考え方を、住戸間のこ焼防止性能と安全な避

難路の確保などの建築的側面を合め、三つの性能の視

点から整理しているところであり、できるだけ早期に

省令改正等を行う予定である。

4t特 殊消防用設備等と総務大臣の認定

(1)特 殊消防用設備等と総務大臣の認定

超高層ビル、巨大複合建築物、大空間を有する施

設等で、現行の消防用設備等の技術上の基準では想定

していないような防火対象物を建築する場合等には、

その防火安全性を確保するため、「通常用いられる消

防用設備等Jの 基準に適合しない 「特殊の消防用設備

等その他の設備等 (特殊消防用設備等)Jで 、その性

能を判断するのに必要な令第29条の4第 1項 の規定

に基づく省令が定められていないものを設置したい、

というニーズが生ずる可能性力滴 V 。ヽこれらについて

も、必要な 「性能」を有するものについては円滑に設

置を認めていくため、昨年の消防法改正において、法

第17条第3項 に基づく総務大臣認定制度が設けられ

た。

これは、一般的な審査基準が確立されていない 「特

殊消防用設備等Jを 設置しようとする場合には、防火

対象物ごとに、高度な技術的識見を有する性能評価機
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関 (日本消防検定協会又は登録検定機関)の 評価結

果に基づき、総務大臣がその性能を審査し、必要な性

能を有するものについては円滑に設置できるようにす

る途を開くとともに、これにより総務大臣に技術的知

見を蓄積し、同種の設備が一般的になった場合には、

令第29条の4第 1項の規定に基づく省令を定めて消

防長等が円滑、的確にこの種の消防用設備等の設置を

認めること力`できるようにしようとするものである。

「特殊消防用設備等」については、今第29条の4第

1項の規定に基づく設備等と同様、「通常用いられる

消防用設備等Jと 同等の地位 (前述●～0)が 与え

られるほか、

0 検定制度の適用除外 (令第37条)

0 点検報告制度の特例 (規則第31条の6第 2項

及び第3項並びに消防庁告示第9号)

という二つの措置を講じて、特殊消防用設備等の導入

の円滑化に配慮するとともに、このジャンルにおける

技術開発を促進しようと企図している。

(21 設備等設置維持計画

法第17条第1項の関係者は、「通常用いられる消防

用設備等Jに 代えて、総務大臣が 「必要とされる防火

安全性能」を有すると認める 「特殊消防用設備等Jを

用いることができるとされている力S、この総務大臣の

認定の際に不可欠なものとして位置づけられているの

が 「設備等設置維持計画」である (法第17条第3項)ぅ

「特殊消防用設備等Jは 、「通常用いられる消防用設

備等」の延長上にあるものの他、これまでの消防用設

備等とは全く異なる種類のものが出てくる可能性もあ

る。このような 「特殊消防用設備等」を、どのような

防火対象物に、 どのように設置し、どのように維持管

理していくか、ということは、「特殊消防用設備等J

の有する防火安全性能についての判断に不可欠であ

る。

このため、「特殊消防用設備等Jを 設置しようとす

る防火対象物の関係者は、自ら当該設備の設置及び維

持に関する計画 (設備等設置維持計画)を 作成するこ

ととされている。総務大臣の認定の際には、当該設備

が 「設備等設置維持計画Jに 従つて設置し、及0 維ヽ持

されることが前提となっており (法第17条第3項 )、

日本消防検定協会等力玲 う性能評価の際にはこの計画

を前提として行うこととされている (法第17条の2)。

また、設置時における消防長等への届山及び検査

(法第17条の3の 2)、点検及び報告 (法第17条の3

の3、規則第31条の 6)、消防長等の設置維持命令

(法第17条の4第 2頂)に ついては、この 「設備等設
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置維持計画Jへ の道合性の有無をチェックすることに

なる。

このように、特殊消防用設備等の設置にあたって

は、その防火安全性能の担保手段として 「設備等設置

維持計画」力逓 めて重要な役割を担っていることに留

意しなければならない。

中)点 検報告制度の特例と

特種消防設備点検資格者

消防用設備等に係る点検、報告制度については、法

第17条第 1項に基づく消防用設備等と同様に、特殊

消防用設備等についてもその対象とされた (法第17

条の3の 3)。

特殊消防用設備等の場合は、点検の方法を簡略化

したり点検期間を延長したりすること自体を大きな日

的として開発される場合もありうることから、点検 ・

報告の期間については、前述のとおり、防火対象物の

関係者カヤト成する 「設備等設置維貯計画」に定めると

ころによることとした (規則第31条の 6第 2項、第

3項及び消防庁告示第9号)。

また、特殊消防用設備等に係る点検方法について

は、同様に 「設備等設置維持計画」によるものとし、

点検報告書の様式についても、通常の報告書の様式に

「設備等設置維持計画」で定める点検表を添付して行

うこととしている (消防庁告示第9号)。

さらに、特殊消防用設備等の点検の十全を期するた

め、消防用設備等の点検資格者制度に 「特種Jと い

う資格の種類を新設した。この結果、特殊消防用設備

等の点検を行うことができる者は、「特種消防設備点

検資格者J又 は後述の特類の甲種消防設備士に限ら

れることになる (消防庁告示第10号)。

“)甲 種特婦 肖防設備士

法第17条の5の消防用設備等の工事又は整備に係

る業務独占については、「設備等設置維持計画に従つ

て設置しなければならない特殊消防用設備等Jも その

対象とされた (同条第2号)。これにより、特殊消防

用設備等の工事又は整備のうち、従来から消防設備士

の業務独占の対象となっている消防用設備等に類する

ものについては、案件ごとに消防庁長官が業務独占の

対象として定めていくことになる (令第36条の2第 1

項)。

また、特殊消防用設備等の工事又は整備を行う消防

設備士については、新たに 「特類Jと いうジャンルを

新設した (規測第33条の3)。この結果、特殊消防用

設備等のうち、消防設備士の業務独占の対象としたも

のについては、「特類」の甲種消防設備士の資格を有
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する者でなければ工事又は整備を行ってはならないこ

とになる。

特殊消防用設備等は、従来の消防用設備等の概念

を超えた高度な技術を用いたものであること力朔待さ

才仏 実際にも、様々な設備や建築構造の組み合わせに

よって必要な防火安全性能を満たそうとすること力予

想されることから、「特類Jの 甲種消防設備士は消火

設備系 (第1類～第3類 のいずれか一つ以上)、情報

設備系 (第4類 )及 び機械設備系 (第5類 )と いう

3種類全ての消防設備士の資格を有していなければ受

験できないこととした (規則第33条の8第 2項 )。

従って、甲種特類の消防設備士は、 3種 類の甲種

消防設備七の資格を有する上に特類の資格を有する

「スーパー消防設備士」的な性格を持つことになる。

(5)消 防防災システムの高度化推進要綱

著しく大規模化、高層化、複合化等が進んだ防火

対象物において、適切な火災監視、制御等を行い、火

災時に的確に対応するには、通常の警報設備等では十

分ではないため、防火対象物の規模、構造、複合化の

状況、利用形態、利用時間帯等、個々の防火対象物

の実態に応じて、給合操作盤を中心とした総合消防防

災システムが設置されることが多い。

総合消防防災システムについては、「消防防災シス

テムのインテリジェント化推進要網」(昭和61年消防

予第171号)に よる技術的知見を踏まえ、平成 9年 に

「総合 肖防防災システムガイドライン」(平成 9年消防

予第148号)と して示してきたところである。

しかしながら、結合消防防災システムカヽ 設置され

る防火対象物の状況に応じて的確に機能するかどうか

については、現在のところ一般的な判断基準を示すこ

とは困難であるため、当該防火対象物の構造特性に応

じた火災性状を前提として、ハード面とソフト面を総

合した火災対応の内容、火災に関する情報処理 ・伝達

システムに係るアルゴリズム等についての専門的な評

価が不可欠である。

このため、平成16年 6月 、消防庁次長から 「特殊

消防用設備等に係る消防防災システムの高度化推進要

絹」(平成16年消防子第66号 )を 示し、現行の消防

法令で予想しない特殊な技術による消防防災システム

や高度な消防防災システム等で、技術基準力魂 められ

ていないもの (複数の結合操作盤を設置する場合など

も該当する)に ついては、積極的に特殊消防用設備等

としてとらえることにより、消防防災システムの高度

化を促進していくこととしている。



5,お わりに

消防用設備等は、昭和35年に現行のような法体系

になって以来、その種類、性能等に大きな変イいまなか

ったが、今回の性能規定の導入により、全く新しい

「消防の用に供する設備等J力S積極的に開発されてい

く環境が整備された。「性能規定化Jと は、開発者の

発想により行われた技術開発について、審査する側が

その性能を何とかして判断しなければならない、とい

うことである 国民の安全に直結するものであるだけ

に、技術開発力抑,新であればあるほど、半」断に費用や

時間がかかるかも知れないが、とにかく、「基準にあ

っているから合格、いないから不合格Jで はなく、

「性能があるから合格、ないから不合格Jと いうこと

消防ЛJ設備等の性能規定化と消防設備十 脩1

になる。このような制度改正の趣旨を踏まえ、建築設

備関係の方々も、より性能力泊 く合理的な消防用設備

等の開発や、それらの設備を用いた斬新な建築計画の

提案などを積極的に行って頂きたいと考えている。
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